
第１子と第２子が同時に保育施設に在園している場合、第２子の保育料は無料です。

 ※４階層（D１イ）より以下の（　）内の金額は、子を全員数えた場合の第2子の算定額になります。

⚠　 第1子に保育料の未納が発生した場合は、第2子の保育料無料が解除され、第2子にも保育料が発生します。（第1子の保育料の半額）

大村市保育料基準額表（新旧対照表）【０～２歳児クラス】

　　令和5年度（令和6年3月）まで 　　令和６年度（令和6年４月）から

階層 市民税所得割額による区分（国の想定世帯年収）
改定前 改定後

標準時間 短時間 標準時間 短時間

1 Ａ 生活保護世帯

0 0 0 0 
2

（Ｂ） 市民税非課税世帯（ひとり親世帯等）

Ｂ 市民税非課税世帯（～260万円）

3
（Ｃ） 48,600円未満（ひとり親世帯等） 9,000 8,900 7,200 7,100 

Ｃ 48,600円未満（260万円～330万円） 19,000（※9,500） 18,800（※9,400） 15,600（※7,800） 15,400(※7,700)

(Ｄ1ｱ) 48,600円以上57,700円未満（ひとり親世帯等） 9,000 9,000 7,200 7,200 

Ｄ1ｱ 48,600円以上57,700円未満（330万円～360万円） 30,000（※15,000） 29,600（※14,800） 23,500(※11,700) 23,300（※11,600）

(Ｄ1ｲ) 57,700円以上77,101円未満（ひとり親世帯等） 9,000 9,000 7,200 7,200 

Ｄ1ｲ 57,700円以上77,101円未満（330万円～360万円1）

30,000 29,600 23,500 23,100 

Ｄ1ｳ 77,101円以上97,000円未満（360万円～470万円）

5 Ｄ2 97,000円以上169,000円未満（470万円～640万円） 44,000 43,400 35,200 34,500 

6 Ｄ3 169,000円以上301,000円未満（640万円～930万円） 55,000 54,200 47,000 46,200 

7 Ｄ4 301,000円以上397,000円未満（930万円～1,130万円） 55,000 54,200 52,000 51,200 

8 Ｄ5 397,000円以上（1,130万円～） 55,000 54,200 55,000 54,200 
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